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埼玉県における「ＮＰＯ法の運用方針」について

平成１７年 １月 １日

（ ）平成２０年 ４月 １日最終改定

埼玉県総務部ＮＰＯ活動推進課

（趣 旨）

平成１０年１２月に施行された特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）は、ボランティア

活動をはじめとする自由な社会貢献活動を行う非営利団体に対して、容易に法人格を付

与することなどを通じて、その活動を促進することを目的としている。

このＮＰＯ法人制度の創設によって、法人名義での契約や登記が可能となるなど継続

的組織運営の基盤が整備されるとともに、法人の事業報告書等の情報の公開によって、

活動について市民が参加し、利用し又はチェックしていくという仕組みが整備された。

また、ＮＰＯ法は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の自主性、自律性を尊重する

観点から、様々な形で行政の関与を極力抑制しており、設立手続において認証主義を採

用している点が大きな特徴となっている。

一方、ＮＰＯ法上、所轄庁は申請が法定の認証基準に「適合すると認めるとき （法」

第１２条第１項）は認証しなければならないとされており、申請者自らが認証基準に適

合していることを積極的に示さなければならないことが求められているが、設立申請の

増加する中で、法定の認証基準を満たしているかどうかについての判断が必ずしも容易

でないものも少なくない。また、法人格取得の方法が簡便なＮＰＯ法人制度の濫用も懸

。 、念されるところである このようなＮＰＯ法の理念を損なうような活動が現れてくると

健全な活動を行っている他のＮＰＯ法人に対する信頼にも悪影響を与えるおそれがあ

る。

このため、内閣府においては、ＮＰＯ法の立法趣旨・理念に則した運用を明らかに

した「ＮＰＯ法の運用方針 （平成１５年３月２５日）が策定（同年１２月１８日改定）」

され、本県においても、これまで運用の目安としてきたところである。

本県においても多くのＮＰＯ法人が設立認証を受け各地で様々な活動を行っており、

新たな公益活動の担い手として期待が高まっている中で、ＮＰＯ法人の健全な発展を

図る観点から、この運用方針に準拠しつつ本県の運用の考え方を踏まえた方針を本県 の

運用方針として明らかにすることとした。

具体的には、法定要件のうち 「主たる目的性」及び「非営利性」への適合性につい、

て、必要不可欠な最低限の運用上の判断基準を明確化し、より一層透明性の確保を図る

、 、とともに ＮＰＯ法人の説明責任と市民による選択・監視機能の一層の発揮を図るため

ＮＰＯ法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請することを軸に据えた

運用を認証及び監督の両段階において一貫して行うこととする。

１ 「主たる目的性」及び「非営利性」の法定要件への適合性の一層の明確化

「特定非営利活動を行うことを主たる目的 （法第２条第２項）とすること 「営利を」 、

」（ ） 、目的としないものであること 法第２条第２項第１号 という法定の認証要件に関し

最低限満たす必要のある基準を明確にし、より一層透明性を確保するため、以下のもの

を運用上の判断基準とする。
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また、ＮＰＯ法人は、設立後においても当然に認証基準を満たしている必要がある。

、 （ 「 」 。）ただし 法第４１条第１項に基づく報告徴収・立入検査 以下 報告徴収等 という

の対象となり得る監督関係の運用上の判断基準については、一時的な要因や特殊事情か

ら、認証基準を満たさない事業年度がやむなく生じる場合も考慮することとする。

（１）定款記載事項

＜運用上の判断基準＞

○認証基準

法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う事

業の内容が、定款上それぞれ具体的かつ明確に記載されていること。

＜説明＞

定款は法人の根本規則を定めたものであり、対内的にも、対外的にも、設立認証

。 、 「 」審査においても最も重要な文書である ＮＰＯ法では 法第１１条第１項に 目的

（同項第１号 「その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事）、

業の種類 （同項第３号 「その他の事業を行う場合には、その種類その他当該そ」 ）、

の他の事業に関する事項 （同項第１１号）等を記載しなければならないとされて」

いる。

特に法人の目的、行う事業等については、特定非営利活動を行うことを主たる目

的とした法人であること等を判断する上で、重要な事項であり、定款に具体的かつ

明確に規定されていることが必要である。

（２）特定非営利活動に係る事業

＜運用上の判断基準＞

①認証基準

特定非営利活動に係る事業の支出規模は、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに総支

出額の２分の１以上であること。

②報告徴収等の対象となり得る監督基準

特定非営利活動に係る事業の支出規模が、２事業年度連続して総支出額の２分の１以下で

ある場合。

＜説明＞

、 「 」（ ）ＮＰＯ法人は 特定非営利活動を行うことを 主たる目的 法第２条第２項柱書

とした法人であり、全体の事業活動に占める特定非営利活動に係る事業の割合は過

半であることが求められている。

その一方で、ＮＰＯ法人は「特定非営利活動に係る事業以外の事業（以下「その

他の事業」という 」を行うことが認められている。しかし、それは、あくまでも。）

特定非営利活動に係る事業に「支障がない限り （法第５条第１項）行うことが認」

められたものである。したがって、その他の事業の規模が過大となり、特定非営利

活動に係る事業の実施に必要な財産、資金、要員、施設等を圧迫してはならず、少

なくともその他の事業の支出規模（事業費及び管理費）は、総支出額（事業費及び

管理費の総計）の２分の１以下であることが必要である。
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（３）その他の事業

ア 経営

＜運用上の判断基準＞

①認証基準

その他の事業において、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに赤字計上されていない

こと。

②報告徴収等の対象となり得る監督基準

その他の事業において、２事業年度連続して赤字計上されている場合。

＜説明＞

、 「 」（ ）ＮＰＯ法人は 特定非営利活動を行うことを 主たる目的 法第２条第２項柱書

とした法人であり、その他の事業は、あくまでも特定非営利活動に係る事業に「支

」（ ） 。 、障がない限り 法第５条第１項 行うことが認められたものである したがって

「その他の事業」の実施にあたっては、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な

財産、資金、要員、施設等を圧迫してはならない。事業計画上、赤字計上されてい

るその他の事業については、少なくとも「支障がない限り」行われることが意図さ

れているとはいえない。

イ 収益

＜運用上の判断基準＞

①認証基準

その他の事業の収益は、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに特定非営利活動に係る

事業会計に全額繰り入れられていること。

②報告徴収等の対象となり得る監督基準

その他の事業の収益が、２事業年度連続して特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入

れていない場合。

＜説明＞

、 「 」（ ）ＮＰＯ法人は 特定非営利活動を行うことを 主たる目的 法第２条第２項柱書

とした法人であり、その他の事業の「収益」については 「特定非営利活動に係る、

事業のために使用しなければならない （法第５条第１項）とされている。したが」

って、その収益は、当然に特定非営利活動に係る事業の実施のために使用する必要

があることから、特定非営利活動に係る事業に全額繰り入れることが必要である。

ウ 管理運営

＜運用上の判断基準＞

①認証基準

管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに２分の１以

下であること。

②報告徴収等の対象となり得る監督基準

管理費の総支出額に占める割合が、２事業年度連続して２分の１以上である場合。
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＜説明＞

、 「 」（ ）ＮＰＯ法人は 特定非営利活動を行うことを 主たる目的 法第２条第２項柱書

とした法人であり、全体の事業活動に占める特定非営利活動に係る事業の割合は過

半であることが求められている。また 「営利を目的としない （法第２条第２項第、 」

１号）法人であり、構成員の経済的利益を追求し、終局的に収益が構成員個人に分

配することを目的としないことも求められている。

管理費はＮＰＯ法人の運営に必要な基礎的な経費であるが、役員の報酬、職員の

人件費などＮＰＯ法人内部に還元される傾向が強いものであることから、管理費の

規模が過大となり 「主たる目的」の特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財、

産、資金、要員、施設等を圧迫してはならない。したがって、少なくとも管理費の

支出規模（管理費の合計）は、総支出額（事業費及び管理費の総計）の２分の１以

下であることが必要である。

※管理費

「管理費」とは、法人の各種の業務を管理するため、毎事業年度経常的に要する

支出であり、法人の運営に係る基礎的な維持管理のための費用をいう。事業の実

施のために直接要する費用は「事業費」に計上されることとなる。管理費の例と

しては、総会・理事会の開催運営費、管理部門に係る役員報酬・人件費、交通費

等が挙げられる。なお、ここでいう「管理費」とは、特定非営利活動に係る事業

の管理費及びその他の事業の管理費の合計を指す。

※事業費

「事業費」とは、法人の事業の実施のために直接要する支出で、管理費以外のも

のをいい、会計処理上は、事業の種類ごとに区分して記載する。事業費の例とし

ては 「○○事業費 （注･･･当該事業の実施のために直接要する人件費・交通費等、 」

の費用が含まれる ）等が挙げられる。。

２ 「市民への説明要請」の実施

（１） 基本的な考え方

ＮＰＯ法は、ＮＰＯ法人について「自らに関する情報をできるだけ公開すること

、 、によって市民からの信頼を得て 市民によって育てられていくものとの考えに立ち

」広範な情報公開制度を設けることによって広く市民によるチェックの下におくこと

としている。ここでは、市民による緩やかな監督、あるいはそれに基づくＮＰＯ法

人の自浄作用による改善、発展が期待されている。

このようなＮＰＯ法の理念に照らすと、ＮＰＯ法人に関する情報は、できる限り

広く市民相互に提供され、かつ、共有されることが望まれる。これにより、市民に

対して、当該ＮＰＯ法人について有益な活動が行われていると認め、これに積極的

に参加するという機会や、何らかの疑問を抱き、これに説明や改善を求めるという

機会が提供されることとなる。また、ＮＰＯ法人にとっても広く市民からの支援を

得たり、自身への疑問を払拭したりする契機が与えられる。このような市民社会の

実現に向けて、行政としても、こうした市民による選択・監視機能が一層発揮され

るための環境を整備していくことが重要である。
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ところで、市民から所轄庁に対して、認証申請者やＮＰＯ法人に関する活動等を

懸念する様々な情報が提供されることがある。また、ＮＰＯ法人からの事業報告書

等の不提出や設立認証後の登記未了などの不備等も見受けられる。このような場合、

先に述べた環境整備の重要性に鑑みれば、所轄庁としても、提供を受けた情報や不提

出等の事実に基づいて、市民間あるいは市民と当該ＮＰＯ法人との間において自由・

活発な議論がなされる土壌を創ることが適当である。

そこで、市民から情報提供がなされた場合や事業報告書等の不提出等の場合、所轄

庁として、当該ＮＰＯ法人に対し、下記（２）のとおりＮＰＯ法人自らが広く市民に

対して自主的に説明を行うよう要請する（以下「市民への説明要請」という ）ことと。

する。そのうえで、所轄庁における手続の透明性を確保する観点をも加味し 「市民へ、

の説明要請」及びこれに対する当該ＮＰＯ法人による市民への説明の内容につき、基

本的に公開することとする。

（２） 具体的な内容

ア 「市民への説明要請」を実施する場合

（ア） 市民からの情報提供等による「市民への説明要請」の実施

「市民への説明要請」は、あくまでも市民による選択・監視機能が発揮され

るための環境整備として自主的な説明を行うよう要請するものであり、ＮＰＯ

法上規定されている所轄庁による監督とは異なり、これに応じなかったという

ことだけで不利益に取り扱われるものではない。

ただし、行政の関与という側面もあるため、これを抑制的に運用することが

妥当と考えられる。このため、市民からの情報提供、報道等により、何らかの

法令違反に該当することが推認されるなど、認証段階で、申請書類のみをもっ

てしては法定の認証基準に適合することが積極的に示されているとは認めら

れない場合や、監督段階で、必要な場合において実施することとする。

なお、定款変更の認証に関し、法第２５条第５項は、法第１２条に定める設

立の認証基準を準用していることから、これは定款変更の認証基準にもなって

いるものと解される。したがって、市民からの情報提供等により当該認証基準

ヘの適合性が積極的に示されているとは認められない場合、設立の認証時と同

様に実施することとする。

（イ） 事業報告書等が提出されていない場合等における「市民への説明要請」の実

施

事業報告書等の全部又は一部が提出されていなかった場合 「市民への説明要、

請」を実施する。

また、設立の認証後、登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届

出書が提出されていない場合 「市民への説明要請」を実施する。、

（ウ） 監督段階（法第４１条・４２条）における「市民への説明要請」の実施

監督を行う際にも、市民間あるいは市民と当該ＮＰＯ法人との間において自

、「 」由・活発な議論がなされる土壌を創ることの重要性に鑑み 市民への説明要請

を実施することとする。
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具体的には、ＮＰＯ法人が法令、法令に基づいて行う行政庁の処分又は定款

に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき、所轄庁は、当該疑

いについて報告徴収等を行うことができる（法第４１条第１項 。その報告の内）

容に関し、当該ＮＰＯ法人に対し「市民への説明要請」を行うこととする。

また、ＮＰＯ法人が法第１２条第１項第２号、第３号又は第４号に規定する要

件を欠くに至ったと認めるとき、その他法令、法令に基づいて行う行政庁の処分

若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるとき、所轄庁

は、改善命令を行うことができる（法第４２条 。それを行う際には、所轄庁は、）

当該ＮＰＯ法人に対し是正措置を採ることを命ずるとともに、その是正措置の内

容に関し 「市民への説明要請」を行うこととする。、

イ 「市民への説明要請」の内容

ＮＰＯ法人に対しては、おおむね以下の事項につき市民に対する説明を自主的

に実施するとともに、実施された説明内容（対外的に公表されたもの）を記載し

た文書を所轄庁に対し速やかに送付するよう文書をもって要請することとする。

その際、情報提供者に関する個人情報について、所轄庁として、取扱いに十分

配慮すべきことはいうまでもない。

（ア） 提供された情報内容等に関する事実関係

（イ） 認証段階においては、認証基準への適合性を積極的に示す事項

監督段階においては、報告徴収の報告の内容、改善命令に対する是正措置の

内容

なお、事業報告書等が提出されていない場合及び設立の認証後登記をしたこ

とを証する登記事項証明書を添付した届出書が提出されていない場合には、提

出されていない理由及び今後の提出の予定等に関し説明を要請することとする。

ウ 「市民への説明」の方法

市民への説明は自主的に実施されるべきものであり、実施方法については、 当

。 。該ＮＰＯ法人の検討に委ねられるものである 参考例としては以下のものがある

なお、説明内容を記載した文書を所轄庁に対して送付し、所轄庁のホームペー

ジに掲載することによって代替することもできるよう配慮する。

（例）

・ 申請者の住居所や当該ＮＰＯ法人の事務所における誰でも閲覧可能な状態で

の説明文書の備置き

・ 当該ＮＰＯ法人が運営するホームページ上における説明文書の掲載

・ 適切な人数を収容できる会場における説明会の実施（その際、実施の案内を

あらかじめ周知しておくのが望ましいと考えられる ）。


